
マイナンバーカードによる保険証利用について 
 
当院では、マイナンバーカードを健康保険証としてご利用い
ただけます。 
令和６年 12 月 2 日に健康保険証が廃止され、新規発行が終
了となっていることから、マイナンバーカードによる保険の
確認を推奨しております。 
 
[利用方法] 
外来受付カウンターに備え付けの顔認証付きカードリーダー
にマイナンバーカードをかざしてください。 
 
[各種医療証について] 
各種医療証（公費負担医療証・特定疾患医療受給者証等）は
マイナンバーカードによる確認を行うことができませんので、
すべてご持参ください。 
 
[診療情報等の提供への同意について] 
診療情報等の提供に同意いただけますと、診察や入院等に際
して医師が患者さんの過去のお薬情報や診療情報、特定健診
情報を閲覧して活用することができますので、医療の質の向
上につながります。 
詳しくは、「患者さんの同意により医師が閲覧できる情報
（PDF）」をご覧ください。 

https://www.ncgmkohnodai.go.jp/outpatient/mynumber_previousdata.pdf


 
[マイナンバーカードの健康保険証利用に関するメリット] 

 
 
[参考：厚生労働省等のウェブサイト] 
マイナンバーカードの健康保険証利用についての詳細は、以
下の厚生労働省等のウェブサイトをご覧ください。 
 
・マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」 
（※外部サイトへ遷移します） 
・厚生労働省「マイナンバーカードの保険証利用について」 
（※外部サイトへ遷移します） 
 

https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
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